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【類型区分について】 

類型Ａ 
 

 主体的・自立的な法人運営のあり方を検討する法人 

 （県の関与の縮小を検討していく法人） 

類型Ｂ 
 

 

 

 設立目的や業務の適正かつ円滑な推進を図るため、必要に応じて経営面にお

ける県の助言などを行う法人 

 （必要に応じて県の関与を継続して行う法人） 

 （経営改善計画等の進捗について助言する法人） 
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Ⅰ 第三セクター見直しの今後の方向性 
 

 「実行計画等」に基づき見直しを進める第三セクター（８法人） 

 
１ 類型Ａ（２法人） 

団 体 名 見 直 し の 方 向 性 

公益財団法人福島県総合社会福祉基金 □ 他団体への事務局移管の検討 

公益財団法人ふくしま科学振興協会 □ 法人の主体的・自立的運営の促進 

 
２ 類型Ｂ（６法人） 

団 体 名 見 直 し の 方 向 性 

必要に応

じて県の

関与を継

続して行

う法人 

株式会社Ｊヴィレッジ 
□ 利活用促進に向けた支援や経営の改善に向け

た助言など引き続き関与が必要である。 

阿武隈急行株式会社 □ 確実な経営健全化計画の実行を踏まえながら、

地域交通の維持・確保の観点から沿線市町村等の

関係機関と連携し適切な支援を行うなど引き続き

関与が必要である。 

会津鉄道株式会社 

野岩鉄道株式会社 

福島空港ビル株式会社 
□ 国際定期路線の運航休止など厳しい経営環境へ

対応するため、県の空港政策の一環として積極的

な関与が必要である。 

経営改善

計画等の

進捗につ

いて助言

する法人 

株式会社福島県食肉流通セ

ンター 

□ 経営の健全化及び体質強化を図るため、関係

機関と連携し適切な支援を行うなど引き続き

関与が必要である。 
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Ⅱ 第三セクター見直しに関する実行計画 
 
《類型Ａ》 

法 人 名 公益財団法人福島県総合社会福祉基金 類型 Ａ 

 

 基本的方向を踏まえた見直し目標 

【目標】 
 福祉を取り巻く環境が大きく変化していることを踏まえ、当該法人の事務局を他団体へ移管することの

可否を含めて、検討を継続する。 
 

 工 程 表 

【目標についての具体的な工程表】－他団体への事務局移管の検討 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 具体的措置 実行年度 備 考 

○ 他団体への事務局移管

の検討 
 
 
 
 
 
 
 

○ 少子高齢化の進行や東日本大震災及び原子

力発電所の事故による生活環境の変化等に伴

い、介護サービス基盤の整備や高齢者が安心

して暮らせる環境の整備などの福祉ニーズが

増えていく中で、施設整備等の円滑な実施や

地域における福祉活動の支援を効果的に行う

ため、当該法人の事務局を県以外に移管する

ことの可否、移管する場合の移管先候補、時期

等について検討を継続する。 
 

平成２１年

度～ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 進 行 管 理 体 制 

 
◇ 社会福祉課において進行管理を行う。 
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法 人 名 公益財団法人ふくしま科学振興協会 類型 Ａ 

 

 基本的方向を踏まえた見直し目標 

【目標１】 
 法人の主体的・自立的経営を促進するため、これまでの検討結果を踏まえ、段階的に県の補助金を縮減す

る。 
 
【目標２】 
 法人の主体的・自立的経営を促進するため、引き続き県からの現職派遣の縮小について検討し、その検

討結果を踏まえ、着実な実行を図る。 
 

 工 程 表 

【目標１についての具体的な工程表】－県の補助金の段階的縮減 
 
 
 
 
 
 
 

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考 

○県の補助金の見直し 
 
 
 
 

○ ふくしま森の科学センターの経営状況等を

踏まえ、県補助金の適正化について検討する。 
 
○ 検討結果を踏まえ、引き続き着実な実行を

図る。 
 

平成１８年

度～ 
 
平成２０年

度～ 
 

 
 
 
 

【目標２についての具体的な工程表】－法人の主体的・自立的運営の促進 
 
 
 
 
 
 
 

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考 

○法人の主体的・自立的 

 運営の促進 

 
 
 

 ○ 県からの現職派遣の縮小について検討す 
 る。 
 
○  検討結果を踏まえ、着実な実行を図る。 
 

平成２１年

度～ 
 
平成２２年

度～ 
 

 
 
 
 

 進 行 管 理 体 制 

 
◇ ふくしま森の科学体験センター運営検討会（センターの基本的方向や有効活用を検討する場とし

て、県、須賀川市、ふくしま科学振興協会で構成）と連携しながら、産業振興課で進行管理を行う。 
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《類型Ｂ》 

法 人 名 株式会社Ｊヴィレッジ 類型 Ｂ 

 

 基本的方向を踏まえた見直し目標 

【目標】 
  本県復興のシンボルであるＪヴィレッジの利活用の促進に向けて、関係機関と連携しながら、実施可能

な取組が着実に行われるよう助言等を行う。 
 

 工 程 表 

【目標についての具体的な工程表】－利活用促進や経営の改善に向けた取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考 

○ 経営改善に向けた取組 
 
 
 
 

○ 持続可能な運営の確立を図るため、関係機

関と連携しながら、組織体制や運営計画を検

討し、経営改善に向けた取組を着実に実行し

ていく。 
 

平成３０年

度～ 
 
 
 

 
 
 
 
 

○ 利活用の促進に向けた

取組 
 

○ Ｊヴィレッジの幅広い利活用策について、

関係機関による検討を行うとともに、利活用

策の具体化に向けた取組を進めていく。 
 

平成３０年

度～ 
 

 
 
 

 進 行 管 理 体 制 

 
◇ 取締役会において、利活用促進策や経営改善策の検討・実施状況の報告を行う。 
 
◇ 県としても、企画調整部エネルギー課において、利活用促進策の具体化や経営改善策の提案等を行うと

ともに、着実な実施が行われるよう助言や支援を行う。 
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法 人 名 阿 武 隈 急 行 株 式 会 社 類型 Ｂ 

 

 基本的方向を踏まえた見直し目標 

【目標】 
 阿武隈急行株式会社は、県北地方の地域住民の「生活の足」としてはもちろん、観光振興や地域の活性化

を図る上で重要な社会基盤である「阿武隈急行線」を運行しており、地域の公共交通の維持・確保の観点か

ら、経営健全化計画の実行による経営基盤の強化や経営の健全化に向けた取組を踏まえ、関係機関等と連携

・協調しながら適切な支援を行う。 
 

 工 程 表 

【目標についての具体的な工程表】－ 経営健全化計画に基づく経営基盤の強化 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考 

① 次期長期計画の策定に

向けた検討 
○ 阿武隈急行線在り方検討会において取りま

とめた経営改善策に係る「提言」を踏まえ、新

たに宮城県と沿線自治体等で構成する阿武隈

急行線沿線地域活性化分科会を設置した。今

後は分科会において、提言の実現に向けた協

議を行い、経営改善のみならず、阿武隈急行線

を活用して地域そのものの価値を高めていく

とともに、次期長期計画策定に向けた検討を

行う。 

令和７年度

～ 
 
 

② 経営健全化計画の策定

に向けた検討 
 
 

○ 急激な経営悪化に対応するため、会社の赤

字を補填する経営安定化補助金の制度化を前

提とした、経営健全化５カ年計画の早期策定

に向け、宮城県及び沿線自治体等と協議を行

う。 

令和４年度

～ 
 
 

 
 
 
 

③ 経営体制の検討 
 

○ 今後とも経営環境の変化等に応じて、適切

な県の人的支援を検討していく。 
平成１８年

度～ 
 
 

④ 誘客促進による経営基

盤の強化 
○ 誘客促進策を強化するなど、輸送人員の増

加に向けた取組を支援していく。 
平成１８年

度～ 
 

 進 行 管 理 体 制 

◇ 経営改善に向けた取組については、今後とも宮城県、沿線自治体等の関係機関と連携・協力しながら、

進行管理を実施していく。 
 
◇ 誘客促進については、阿武隈急行沿線開発推進協議会（沿線市町で構成。福島県・宮城県は顧問）を中

心に展開していく。 
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法 人 名 会 津 鉄 道 株 式 会 社 類型 Ｂ 

 

 基本的方向を踏まえた見直し目標 

【目標】 
 会津鉄道株式会社は、会津地方の地域住民の「生活の足」としてはもちろん、観光振興や地域の活性化を

図る上で重要な社会基盤である「会津線」を運行しており、地域の公共交通の維持・確保の観点から、経営

健全化計画の実行による経営基盤の強化や経営の健全化に向けた取組を踏まえ、関係機関等と連携・協調し

ながら適切な支援を行う。 
 

 工 程 表 

【目標についての具体的な工程表】－ 経営健全化計画に基づく経営基盤の強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考 

① 経営健全化計画の着実

な推進 
 
 
 
 

○ 経営健全化３カ年計画（令和７年度～令和

９年度）の着実な推進を図るため、沿線自治体

等と連携・協力して、適宜、指導・助言を行う。 
 
○ 財政支援に当たっては、当該計画への取組

状況等を踏まえて実施する。 
 

令和７～ 
９年度 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

② 経営体制の検討 
 
 

○ 今後とも経営環境の変化等に応じて、適切

な県の人的支援を検討していく。 
 

平成１８年

度～ 
 

 
 
 

③ 誘客促進による経営基

盤の強化 
 

○ 誘客促進策を強化するなど、輸送人員の増

加に向けた取組を支援していく。 
 

平成１８年

度～ 
 

 
 

 進 行 管 理 体 制 

 
◇ 経営改善に向けた取組については、今後とも沿線自治体等の関係機関と連携・協力しながら、進行管理

を実施していく。 
 
◇ 誘客促進については、福島県会津線等対策協議会（事務局：福島県）や会津・野岩鉄道利用促進協議会

（事務局：会津若松市）を中心に展開していく。 
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法 人 名 野 岩 鉄 道 株 式 会 社 類型 Ｂ 

 

 基本的方向を踏まえた見直し目標 

【目標】 
 野岩鉄道株式会社は、会津地方の地域住民の「生活の足」としてはもちろん、観光振興や地域の活性化を

図る上で重要な社会基盤である「会津鬼怒川線」を運行しており、地域の公共交通の維持・確保の観点か

ら、経営改善計画の実行による経営基盤の強化や経営の健全化に向けた取組を踏まえ、関係機関等と連携・

協調しながら適切な支援を行う。 
 

 工 程 表 

【目標についての具体的な工程表】－ 経営改善計画に基づく経営基盤の強化 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考 

① 経営改善計画の着実な 

推進 
 
 
 
 

○ 経営改善３カ年計画（令和７年度～令和９

年度）の着実な推進を図るため、栃木県及び沿

線自治体等と連携・協力して、適宜、指導・助

言を行う。 
 
○ 財政支援に当たっては、当該計画への取組

状況等を踏まえて実施する。 
 

令和７～ 
９年度 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

② 経営体制の検討 
 

○ 今後とも経営環境の変化等に応じて、適切

な県の人的支援を検討していく。 
平成１８年

度～ 
 

 
 

③ 誘客促進による経営基 

盤の強化 
 

○ 誘客促進策を強化するなど、輸送人員の増

加に向けた取組を支援していく。 
 

平成１８年

度～ 
 

 
 

 進 行 管 理 体 制 

 
◇ 経営改善に向けた取組については、今後とも栃木県、沿線自治体等の関係機関と連携・協力しながら、

進行管理を実施していく。 
 
◇ 誘客促進については、福島県会津線等対策協議会（事務局：福島県）や会津・野岩鉄道利用促進協議会

（事務局：会津若松市）を中心に展開していく。 
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法 人 名 福 島 空 港 ビ ル 株 式 会 社 類型 Ｂ 

 

 基本的方向を踏まえた見直し目標 

【目標１】 
 福島空港の利用者数は、平成１１年度をピークに減少傾向にあったところ、日本航空の撤退や、平成２３

年３月の原子力発電所事故等の影響による国際定期路線の運休、さらには、令和２年３月以降の新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大の影響により利用者数が激減するなど、今後も、航空需要の本格回復には相

当な期間を要すると見込まれることから、安定的な収益の確保を図るため、更なる利活用に向けて助言や

支援を行う。 
 

【目標２】 
 一部老朽化が進んでいるビル施設の安全確保を目的とする修繕のため、必要な財源を確保するほか、空

港を取り巻く厳しい環境を踏まえ、経営改善に向けた対応策を検討し、着実に実施する。 
 

 工 程 表 

【目標１についての具体的な工程表】－ 空港の利活用促進に向けた取組 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考 

① 空港利活用促進対策の

策定、実施 
 
 
 
 

○ 空港交流課において、取り組むべき具体的

な内容を決定し、事業化する。 
 
○ 空港ビル株式会社は空港交流課などと連携

して利用促進を図るほか、独自の利用促進対

策にも取り組む 

平成２４年

度～ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

② 空港ビル施設の利活用

対策の検討・実施及び活

性化に向けた取組 

○ 県や関係機関と連携を図りながら、空港の

にぎわいづくりや活性化に取り組む。 
 

平成２０年

度～ 
平成21年1月

19日から空港

駐在職員 2 名

配置 

【目標２についての具体的な工程表】－ 施設の安全確保及び経営改善に向けた対応策の検討・実施 
   
 
 

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考 

① 計画的な施設修繕・保

全等の実施に向けた取組 
○ 既に策定済みの中長期保全計画をもとに修

繕計画を立て、実践に向けた対応策を検討す

る。 

平成２０年

度～ 

 
 

② 経営改善に向けた取組 ○ 既に策定済みの中期経営計画をもとに各種

事業に取り組み、経営改善に向けた更なる収

入の確保や経費節減に努める。 

平成２８年

度～ 
中期経営計画

：平成 28 年 5

月 24 日策定 
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 進 行 管 理 体 制 

 
◇目標１ 
 ① 空港交流課で進行管理を行う。 
   （空港ビル株式会社が行う単独事業については、同社が進行管理を行う。） 
 ② 福島空港ビル株式会社で進行管理を行う。 
 
◇目標２ 
 福島空港ビル株式会社で進行管理を行う。 
 
◇ 県は、福島空港ビル株式会社と連携を図りながら、各取組や対応策等の進行状況及び結果について逐

次確認し、必要に応じて助言等を行う。 
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法 人 名 株式会社福島県食肉流通センター 類型 Ｂ 

 

 基本的方向を踏まえた見直し目標 

【目標】 
 ５ヶ年計画（令和６年度～１０年度）に基づき、内部努力による経費節減等による財務改善はもとより、

重点施策である「事業量の維持・拡大」、「収支の改善、事業の効率化」、「施設・設備の安定稼働」、「衛

生管理体制の強化」及び「放射性物質の自主検査の継続」を軸に、基幹事業であると畜事業・加工事業・販

売事業を強化し、経営の体質強化及び活性化を図るため、引き続き、関係機関と連携しながら適切な支援を

行う。 
 

 工 程 表 

【目標についての具体的な工程表】－ 経営の体質強化及び活性化 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実施項目 具体的措置 実行年度 備 考 

○ 経費節減及び基幹事業

強化のための指導、助言

の実施 
 
 
 
 
 
 

○ ５ヶ年計画に基づき、資金繰りに留意しな

がら計画的に借入金を圧縮する。 
 
○ 適切な設備投資を図るため、現地視察や施

設整備検討会議での検討を行う。 
 
○ 作業効率の向上を図り経費節減に努めると

ともに、利用者団体の協力を得ながら、安定経

営に必要なと畜・加工処理頭数を確保し稼働

率を向上させる。 
 
○ 県は、上記取組に対し、指導・助言を実施す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【５ヶ年計画】

令和６～ 
 １０年度 
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 進 行 管 理 体 制 

 
◇ 経営の健全化と運営強化を図る事業検討委員会において、５ヶ年計画の達成に向けた指導、助言を実

施しながら進行管理を実施していく。また、施設整備検討会議において、現在の５ヶ年計画の検証や今後

の施設整備の方向性を検討していく。 
 
≪事業検討委員会≫ 
 ○構成：県、全農県本部、食肉流通センターその他社長が指名する団体 
 ○開催：原則として四半期毎 
 
≪施設整備検討会議≫ 
 ○構成：県、農業協同組合中央会、全農県本部、食肉流通センターその他委員長が指名する団体・個人 
 ○開催：委員長が必要としたとき（概ね四半期に１回） 
 

 


